
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※土日祝日は、学校休業日のため、受付はできません。 

 

  育休代替会計年度任用職員   



 

福岡市教育委員会では、福岡市立の小・中学校、高等学校において様々な配慮を必要とする児

童･生徒に対して学校生活上の支援などを行う学校生活支援員を募集します。募集内容・応募条件

などについては、以下のとおりです。 

 

1 募集概要 

(１) 募集予定校   別紙に記載 

(２) 募集受付期間  令和８年２月９日（月）から随時 

            ※ただし、土日祝日は、学校休業日のため受付はできません。 

 ２ 職務の概要 

  学校生活支援員は、担当教師を援助して、次のような業務にあたります。 

① 配慮を必要とする児童・生徒や所属する学級に対する学校生活上の支援や、学習活動上の 

支援  

② 児童・生徒の健康や安全確保  

③ 運動会(体育会)や学習発表会等学校行事における介助 

④ 学級で使用する学習プリントや掲示物などの教材作成の補助 等 

※校内での活動を想定した職であり、旅費の発生する校外行事には従事できません。 

 

３ 応募資格   

学校教育に興味を持っている方で、任用期間を確実に勤務出来る人。教員免許等の資格は、特 

に必要ありません。 

    次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる 

までの人 

（２）福岡市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

   ※ 地方公務員法の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

     児童・生徒の家族・親族がいる学校には応募できません。 

 

４ 申込手続（申込方法） 

 所定の申込書に必要事項を記載し、学校へ、事前連絡の上、直接持参してください。 

土日祝日は、学校休業日のため受付はできません。（発達教育センターでは受付を行いません） 

※ 提出された申込書は一切返却いたしません。 

※ 申込書に記入された個人情報は適切に管理し、学校生活支援員任用事務以外の使用はいた 

しません。 

 

 

 



５ 申込みから採用まで 

(１) 申込みをされた方は、申込んだ学校の学校生活支援員候補者名簿に登録されます。 

各学校で、書類選考を行ったうえで面接日等を連絡し、面接試験を行います。 

(２) 学校で行われた面接試験の結果を踏まえ、教育委員会で採用者を決定し、学校を通して通知

します。 

(３)  地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付のものとし、採用後１カ月（勤務日 

数が15日に満たない場合は15日に達するまで）を良好な成績で勤務したときに正式採用とな 

ります。 

(４) 試験成績については、本人に限り、合格発表後１か月間、開示の請求を行うことができます。 

 

６ 勤務条件 

(１) 任用期間   別紙を「募集予定学校一覧」をご確認ください。  

(２) 勤務時間   １日の勤務時間は５時間（午前８時15分から午後４時30分までの間に 

学校長が指定する時間から休憩時間を除き５時間） 

(３) 勤 務 日   月曜日から金曜日まで ※土日祝日、学校休業日（春休み・夏休み・冬休み 

等）は休み（ただし、学校行事等により勤務日となることがあります） 

(４) 給  料   日額６，２８１円～６，５０１円（地域手当を含む）令和８年１月１日現在 

    ※ 採用日前１０年間について、本市職員（会計年度任用職員や嘱託員、臨時的任用職員 

を含む）として在職期間がある場合、その職歴に応じて日額を決定します。 

(５) 諸 手 当   給与関係の条例、規則等の定めるところにより、通勤手当(費用弁償)、期末

勤勉手当（年2回（6月、12月）在職期間に応じて支給）等が支給されます。 

    ※期末手当は年間で給与の2.525月分、勤勉手当は年間で2.125月分。令和８年度見込み 

(６) 社会保険等  健康保険、厚生年金、介護保険、労災保険、雇用保険が適用されます。 

(７) 休暇制度   任用期間に応じて年次有給休暇を付与します。その他、育児、介護等に係る

休暇制度があります。 

※ 採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更 

します。 

 

７ その他     施設の敷地内は全面禁煙です。また、勤務時間中の喫煙は禁止です。 


